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インターネットオークション等への出品に際しての法令遵守の注意喚

起についての協力依頼

今般、農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）に基づく農薬販売者の届出を

行っていない者がインターネットオークション上で農薬を販売するという事例

及び植物防疫法（昭和２５年法律第１５１号）に基づき輸入が禁止されている

昆虫を密輸し、インターネットオークション上で販売するという事例が発生し

ました。

農薬取締法においては、農薬販売者に対して、

①氏名、住所及び販売所を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事へ届

け出ることを義務付けている（第８条第１項）とともに、

②容器又は包装に登録番号等の表示のある農薬以外の農薬の販売を禁止して

いる（第９条第１項）

ところです。

また、植物防疫法第７条第１項において、植物を害する生きた昆虫類のうち

第５条の２第１項に規定する検疫有害動植物に該当する昆虫類の輸入を禁止し

ているところです。

つきましては、今後、貴社が運営するインターネットオークション及び電子

ショッピングモールの利用者に対して、以上のような法定事項が遵守されるよ

う注意喚起をしていただくようお願いします。

また、万一、農薬の販売に関連して、農薬取締法に違反する事実が明らかと

なった場合には、当該販売に係る情報を削除する等の措置を講じていただきま

すようお願いします。


